
大分の先哲 イラストコンテスト 募集要項
大分県立先哲史料館は、大分の先哲および大分の歴史と文化に関する史料を収集・保管するとともに、調査・研究の
成果を展示や講座などを通して広く公開しています。そして大分の代表的な先哲の業績と人間像を明らかにし、地域文
化の継承と創造に寄与することを目的に、『大分県先哲叢書』を刊行しています。
   今年７月に就航したホーバークラフトの船名に「豊後三賢」と呼ばれる三浦梅園（みうらばいえん）、帆足万里（ほあしばんり）、
広瀬淡窓（ひろせたんそう）が採用されました。これを機に、若年層にも先哲のことを知り、親しんでもらうことをめざして、県
内高校生を対象に３名のイラスト制作を呼びかけるコンテストを行うことになりました。採用になったイラストは、展示や
講座、広報活動といった先哲史料館のさまざまな事業で利活用していきたいと考えています。

令和７年１１月１日（土）～令和８年１月９日（金） ※消印有効応募期間

応募作品については、応募者自身が創作した未発表のオリジ

ナル作品に限ります。審査にあたって、以下に該当するものは審

査対象外とし、採用決定後に審査対象外になる事由が判明した

場合は、採用を取り消す場合があります。

１、AIを用いて生成または補助的に制作されたもの

２、著作権や商標権等の権利を侵害したり、名誉や信用を毀損

するもの

３、公序良俗に反するもの

４、作品の中に第三者が著作権等の権利を有しているもの

５、その他、選考にあたって不適切と判断したもの

募集対象

応募作品について

採用作品の著作権（著作権法第27条および第28条に定める

翻訳権・翻案権・二次的著作物の利用に関する権利を含む）およ

びその他一切の権利は、採用時点をもって無償で大分県立先哲

史料館に譲渡されるものとします。また採用作品は作者のクレ

ジットを入れ、先哲史料館の展示や講座、広報活動等の事業で

利用できるものとします。

 応募者は先哲史料館が応募作品を独占的に利用することを認

めることとします。また先哲史料館が採用作品の一部修正・翻案

を行ったり、商標・意匠の出願・登録をしたりすることを認めるこ

ととします。応募者は以上について予め了承の上、応募するもの

のとします。

応募作品の取り扱いについて

豊後三賢（三浦梅園、帆足万里、広瀬淡窓）

＜注意点＞

① この中から一人の人物を選び、イラストを制作。 

② 応募作品は１人３点まで可

◇複数作品の応募例

・梅園と万里と淡窓それぞれ１点ずつ

・万里を３点

・梅園を２点、淡窓を１点 など

※ 一つの作品に複数の先哲を描いたものは審査対象外と

なります。

応募方法・形式

①規 格 手描き、デジタル両方可

②サイズ A4サイズ縦書き（２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）

※デジタルデータの推奨サイズ

ピクセル数：2894px×4093px

解像度：350dpi

データ形式はJPGのみ、５MBまで

  データ名は、応募者名「作品タイトル」

例、先哲太郎「広瀬淡窓イラスト」

③提出先

郵送 〒870-0008 大分市王子西町14番1号

大分県立先哲史料館 先哲イラコン係

 デジタルデータは a31710@pref.oita.lg.jp

※メールの件名は「先哲イラスト応募作品」とすること。

※メール１件につき、添付は１作品とすること。

＜注意点＞

◇応募作品とともに、以下の必要事項を必ず記載すること。

１、氏名（ふりがなも）

※本名の公表を希望しない場合は、ペンネームを併記

２、保護者氏名（ふりがなも）

３、住所（郵便番号も）

４、連絡先（電話番号、メールアドレスもあれば）

５、応募した先哲の名前

６、作品の簡単な説明

受賞・賞品について

応募者の個人情報は、コンテストに関わる連絡や発送以外の

目的には一切使用いたしません。

個人情報の取り扱いについて

審査の結果、最優秀賞と優秀賞を発表する。

   最優秀：各人物１名（計３名） 図書カード１万円

   優   秀：各人物１名（計３名） 図書カード５千円

※審査結果は、令和８年１月中に先哲史料館ホームページ

および公式SNSで発表します。

大分県立先哲史料館
Tel： 097-546-9380
Mail: a31710@pref.oita.lg.jp

応募状況などについては
先哲史料館公式SNSをチェック！
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